
交通企画課発行

熊本県警察

自転車 対 歩行者
歩道上を進行中の自転車が、バスから降車した歩行者と
衝突！

自転車 対 自転車
車道（電車通り）を右側通行した自転車と左側車道を直進
していた自転車と正面衝突！

歩道での歩行者妨害
歩行者の通行を妨げることとなる場
合は、一時停止すること

車道の右側通行
自転車は、道路の中央から左側部分の左側端に寄って通行
すること
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交通事故を起こさないために
○ 一時停止 を確実に守る
○ 車道の左側通行をする
○ 歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行
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